
 

 

第 7回 海外面的開発に係る公的関与に関する研究会 

 

日 時 2018年1月12日（金）18時00分～19時50分 

場 所 国土交通省 中央合同庁舎第2号館 低層棟1階 共用会議室3A 
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（敬称略、 
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◎：座長 
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シニアマネージャー 
 

片桐 亮 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 
インフラ・PPPアドバイザリーシニアヴァイスプレジデント 

佐々木 晶二 国土交通政策研究所 元所長 

中村 恭一郎 株式会社日本総合研究所 創発戦略センター 

 
 
○古澤 靖久 
 

マネジャー 
 
有限責任あずさ監査法人 パブリックセクタ―本部 
シニアマネジャー 

◎前田 博 西村あさひ法律事務所 弁護士 

  

ゲストスピーカー 

（敬称略） 

アンドリュー・ 
ガウチ 

レンドリース・ジャパン株式会社 
代表取締役社長兼CEO 

次 第 

１．開会 
２．議事 

（１）「Lendlease Experience with Overseas Development Expansion」 
（２）研究会振り返り 

３．その他 
４．国土交通政策研究所 挨拶 
５．閉会 

資 料 

「Lendlease Experience with Overseas Development Expansion」 
「海外面的開発に係る公的関与に関する研究会（第1回～第6回）【公的関与に関
わる主なキーワード】」 

「案件組成プロセス別の公的関与の方法（概要）」 
「海外面的開発に関連する我が国の既存の公的関与と海外諸国の代表的な取
組」 

注意事項 
本議事概要の意見にわたる部分は、発言者の個人的見解であり、所属する組織

や国土交通省国土政策研究所の見解でないことをご了承ください。 

 

2-7-1



 

 

第7回 海外面的開発に係る公的関与に関する研究会 議事概要 

(1)Lendlease Experience with Overseas Development Expansion について 

・ ガウチ社長が、資料をもとに説明を行った。 

 
（以下、主な発言内容） 

■レンドリースの概要 

・レンドリースはオーストラリアのシドニーに本社を置く、オーストラリア最大の開発・不動産会社

である。以前より海外展開を行っており、オーストラリアに加え、アジア（地域本社：シンガポー

ル）、ヨーロッパ（地域本社：ロンドン）、アメリカ（地域本社：ニューヨーク）の4地域・計10ヵ国に

事業展開している。利益の70%はオーストラリアでの事業から得ているが、今後5年間で海外

比率を50%に引き上げることを目標としている。 

・世界全体の開発予定案件総額は4兆2,828億円であり、大規模な開発事業が確定している。

当社の株式時価総額は8,407億円であり、日系のディベロッパーよりも低いが、開発事業には

政府系ファンドの資本等が入っているため、大規模な開発事業への取組が可能となってい

る。 

 
■レンドリースの都市再生事業 

①バランガルー・サウス（オーストラリア、シドニー） 

・事業面積は7.7ha、事業規模は6,847億円のシドニーの港湾地区の再開発であり、主な施設

は3棟のオフィスタワー、マンションである。現在建設が完了しているのは、3棟のオフィスタワ

ー、マンション及び遊歩道に面した店舗である。 

・本事業はレンドリースが手掛けた最初のC40カーボンニュートラル事業であった。サステナビリ

ティの視点は、海外展開において非常に重要である。C40カーボンニュートラル事業は世界

で19案件しか存在しておらず、その内3つがレンドリースの事業であるのに対し、日本の会社

が十分に取り組めていない分野である。 

②ダーリング・ハーバー・ライブ（オーストラリア、シドニー） 

・本事業は事業面積が20ha、事業規模が2,600億円のコンベンションセンターを中核施設とし

た再開発事業であり、PPPの手法を採用した。従来存在していたコンベンションセンターと娯

楽施設を集約し、それによって生じた余剰地においてマンションやホテルの開発を行った。 

③ビクトリア・ハーバー（オーストラリア、メルボルン） 

・本事業は2001年に開始し、まだ完了していない長期の事業である。事業面積は30ha、事業

規模は5,027億円である。地域全体の再開発を行っている点で特色のある事業である。 

・従来は政府が所有していた土地であり、最初に全ての地代を支払うのではなく、段階的支払

（staged payment）を行った。再開発前の段階では土地の価格は低いが、再開発によって地

域全体の価値が向上するため、最終的に政府が受け取る額が上昇する。 

・また、本事業はレンドリースの2番目のC40カーボンニュートラル事業である。 
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④オリンピック選手村（イギリス、ロンドン） 

・当初はレンドリースが開発契約を受注していたが、リーマン・ショック後にオーナーシップが政

府に戻され、レンドリースは開発全体と工事全体の管理を担当した。事業面積は27ha、事業

規模は1,326億円のものであった。 

・本事業で困難だったのは、IOC（国際オリンピック委員会）の様々な要望と、レガシーとしての

（オリンピック後の）ニーズに応えることであった。 

・この事業を通して、レンドリースは選手村の設計や工事のノウハウを身に付けた。この知見を

活用し、東京オリンピック選手村の設計へのアドバイスを行った。 

⑤エレファント・パーク（イギリス、ロンドン） 

・エレファント・パークはロンドン・アイから徒歩35分程度と、ロンドン中心部からのアクセスが良

い場所に位置しているが、治安の悪い地域であった。当該地における老朽化した公営住宅跡

地の再開発事業として自治体と契約し、アフォーダブル住宅（affordable housing）の開発と

民間住宅の開発を同時に行った。 

・本事業が成功したため、ロンドンの他地域においても同様の公営住宅の開発事業を展開させ

ようとしている。 

⑥リバーライン（アメリカ、シカゴ） 

・本事業は事業面積5.7haで事業規模は2,167億円である。川沿いの工場跡地の再開発を行

い、3,750戸のマンションを建設している。 

⑦パヤレバ・クォーター（シンガポール、パヤレバ） 

・レンドリースはアジアに進出して長くなるが、まずは小規模なものから着手し、徐々に規模が大

きな開発に取組むようになった。パヤレバ・クォーターは事業規模が2,600億円とアジアにおい

て最大の事業規模である。 

・主要施設は3つのオフィス、ショッピングセンター、マンションである。マンションのうち半分は昨

年市場価格よりも高い値段で販売された。高値で売れた理由は、国際的なディベロッパーが

新しいアイデアを導入して開発を行ったことが評判となったためである。 

⑧TRX・ライフスタイル・クォーター（マレーシア、クアラルンプール） 

・本事業はクアラルンプールの中心に位置する、事業面積6.9ha、事業規模2,340億円の開発

事業である。 

・本事業をレンドリースが受注できたのは、「国際化」の要素によるものである。 

 
■レンドリースの海外展開 

・単体開発（ビル単体の開発等）ではなく、地域全体の開発に取り組んでいることが、レンドリー

スの事業において重要な点である。 

・レンドリースが海外で地域開発に取り組むことができるのは、進出している国のマーケットを熟

知しているためである。レンドリースはまず工事（施工）とプロジェクト・マネジメントで海外市場

に参入する。工事から参入することで、リスクを抑えながら国の規制やプレイヤーを把握するこ

とができる。例えばアメリカでは長期間工事のみを行い、それによってノウハウを蓄積しつつ、

現地スタッフの活用もできるようになった。 
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・工事でノウハウを蓄積した後は、単体開発に取り組み、実績の構築を行っている。実績を積み

上げた後の段階で、都市再生事業のような大規模な地域開発事業を行っている。 

・最も強調したいのは、都市再生事業を手掛けられるディベロッパーが少ないことである。その

理由は、都市再生事業は3,000億円程度の大規模なものであり、参画が難しいためだと考え

られる。レンドリースは政府系ファンド等機関投資家が投資しているため、このような事業を手

掛けることができている。日本のディベロッパーは資産を長く保有するが、当社はそれを非効

率だと考えている。 

・当社の都市再生事業は、10年前は1件のみであったが、現在は14案件に取り組んでいる。こ

れはアメリカのディベロッパーを上回る実績である。事業規模が大きくなると、競争相手がいな

くなる。日系企業は資産を長期保有して手放さないため、事業規模の大きな案件に取り組む

余力がないのではないか。 

・また、プロジェクト収支分析、開発、設計、施工、運営に及ぶ全てのプロセスを自社で管理す

る統合モデル（integrated model）事業に取り組んでいることも特徴の1つである。現地で長期

間工事を手掛けており、資材価格や工事に要する期間を把握できているため、工事と投資の

双方を手掛けることでリスクを下げることができる。また、政府との関係性も構築できている。 

・さらに、現地経験が重要である。レンドリースのアメリカ事業では、スタッフの大部分がアメリカ

人となっており、判断もオーストラリア人ではなくアメリカ人が行う。レンドリースは現地化するた

めに、その国の施工会社やプロジェクト・マネジメント会社を買収している。買収を行うスピード

もはやく、規模も大きい。 

 
■レンドリースと日本企業の比較 

・日本企業は海外事業を行う上での国際資金へのアクセスが限られている。 

・日本企業には、レンドリース等の外資系企業と比較してPPP案件の経験が不足している。海

外展開時の主要顧客は政府であり、政府に経験を踏まえた良い提案ができると事業の受注に

結び付く。PPP案件で政府と協働した経験は、他国政府へのアピールを行う上で有益であ

る。 

・設計やマスタープランニングに関する企業内のノウハウについては、日系企業は優秀であり、

レンドリースのものと大差ないと認識している。 

・日本は技術のレベルは高いと思うが、島国であることもあって他国からのアイデアが入りづらく、

特にサステナビリティのレベルが大きな課題であろう。サステナビリティのレベルが高くないと、

プロジェクトを取ることができない。レンドリースのファンドは世界で最もサステナビリティの高い

アセットが入っているという賞を受賞したことがある。 

 
■日本に外資系ディベロッパーが不在の理由 

・日本には外資系ディベロッパーがほとんど参入していない。投資家が投資を検討する際、東

京や大阪は良いマーケットであるにも関わらず、外資系にとって参入機会が限られている。

我々も2,000億円、3,000億円といった大規模の事業を日本で実施したいと考えているが、日

本の顧客からは、日本語でやりとりができることや、日本の市場を知っている等の理由から日
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系ディベロッパーへの発注がやりやすいという声をよく耳にする。 

・しかし、日本の事業へ外資系企業が参入し、JVを組んで共に働くことで、日本側もそのノウハ

ウを学べる点は重要であると思う。 

・外資企業を招いて協働して開発するべきではないか。外資系企業の参入によって、より良いも

のができるはずである。そのノウハウを活用し、日系企業は海外展開に取り組むべきではない

か。 

 
【主な質疑応答・意見交換】 

■進出先の選定について 

・事業展開している10か国とは、どの国か。 

・オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、日本、中国、マレーシア、シンガポール、イタリア、

イギリス、メキシコである。 

・進出先はどのように選択しているのか。 

・国を選んでいるというよりは、都市を選んでいる。会社として40都市をゲートウェイシティ

（Gateway City）として選定しており、これらの都市であれば都市再生事業に取り組むことがで

きると見なしている。日本では東京がゲートウェイシティに選定されている。 

・ゲートウェイシティの具体的な考え方について教えてほしい。 

・その都市の国の経済における重要性、人口、インフラ、透明性、政府の安定性、国民の購買

力といった様々な要因を踏まえて、レンドリースのリサーチ部門が1位～200位程度までのラン

キングを作成している。その中をさらにTier1、Tier2、Tier3と分けており、東京はTier1に位置

付けられている。 

 
■ファンドを活用した都市開発について 

・日系ディベロッパーも、国内の開発案件では、REITというSPCを設置して資産を外部に出す

仕組みを作り、バランスシートを軽くしようということが行われてきた。海外案件で日系ディベロ

ッパーが資産を保有し続けているのは、受け皿を作ることができていないためなのだろうか。そ

れとも、そもそも外部に資産を切り出すという発想がないのだろうか。 

・当社は日系ディベロッパーに対する勉強会を行っており、発想がないということではないだろ

う。 

・年金ファンドはリスクの高い運用は行わないというイメージを抱いていたが、都市再生事業は

比較的リスクが高い。レンドリースではゲートウェイシティを選定することで、過去の傾向からあ

る程度リスクが見えやすいようになっているのだろうが、それ以外に年金ファンドを惹きつける

要因があれば教えてほしい。 

・例えばシンガポールの事業の投資家は中近東政府系ファンドであるが、開発リスクを負担して

くれている。我々は他の案件でも彼らと協働することがあり、いつもリターンの約束を遵守して

いるため、彼らは安心感を持って投資してくれている。協働した実績がなければ、彼らが開発

リスクを取るということはなかっただろう。また、ゲートウェイシティではリスクが少ない、というご

指摘はその通りである。さらに、良いストラクチャーを作ることが重要である。例えばビクトリア・
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ハーバーの案件では、土地の価格が低い案件で段階的支払（staged payment）を行うことで、

リスクが非常に小さくなっている。また、オーストラリアの案件では、工事が始まる前にテナント

の一定の割合まで契約をしている。 

・第三国における開発パートナーを選択する際、日系ディベロッパーは魅力的であると考えて

いる。理由は、日系ディベロッパーは現地の知見に乏しく、当社がすべてコントロールできると

いう点もあるが（笑）、日本人は信用できるビジネスパートナーであるという点もあるからである。

レンドリースの本社でも、日系ディベロッパーや日本の投資家は尊敬されている。JVパートナ

ーとして、米国企業、中国企業、日本企業が選択肢に挙げられた場合、信用度としては日本

の企業が高い。企業文化としても、スタッフを大事にする、お金だけを最優先にしない、といっ

た点で日本の会社の方が当社の方針と近い。 

 
■海外展開における現地化について 

・大きな問題は、日系ディベロッパーの現地化が進んでいないことである。例えば、アメリカでは

レンドリースは2,000人程のスタッフを雇用しているが、ある日系大手ディベロッパーは数人し

かいない。長期的な視点で考えると、現地化が必要である。 

・海外に会社を設立しても、上手く現地人に任せた運営ができないというのは、ディベロッパー

に限ったことではなく、すべての日本企業に共通することだろう。日本企業の性質として、多様

性や開放性（openness）が欠けているということを痛感している。この問題を解決するには政

府が介入するのではなく、企業が自ら変わらなければ生き残れないような状況になっている、

ということだと理解した。 

 
■国際化、サステナビリティについて 

・クアラルンプールのTRXの案件で、受注できた理由は「国際化」であると仰っていたが、それ

は海外での実績があるという意味か。 

・本案件はマレーシア政府とのJVを組むものであり、マレーシア政府がパートナーに望んでい

たのは、海外における地域開発事例を見せてもらい、国際的な雰囲気を案件に導入すること

であった。当社はロンドン、アメリカ、オーストラリア等様々な場所にお連れすることができ、国

際化という点で有利であった。 

・政府は、マレーシアにおけるサステナビリティ案件の実績を作りたいという意図もあり、レンドリ

ースのC40カーボンニュートラル事業の実績も評価された。 

・さらに、レンドリースは多様性を尊重する会社であり、取締役の4割は女性である。日本企業は

ほとんどが男性に偏っており、これがブラックボックス化する原因だろう。日本企業は女性や外

国人も取締役に加えるべきである。多様性を尊重することでガバナンスが高まるだろう。 

 
■政府の支援について 

・オーストラリア政府はレンドリースが海外展開を行う際、非常に支援してくれる。資金面でのサ

ポートと言うよりは、例えば、トップセールスでマレーシア政府に対してレンドリースの実績を売

り込む、といった支援があった。政府からの外圧は相手国を動かす上で有効であり、よく使う手
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段である。 

・Austrade（オーストラリア貿易投資促進庁）は助けになっているのか。 

・本当に助けになっている。 

・オーストラリア企業の日本における活動ではAustrade（大使館とは別組織）がほとんど面倒を

見てくれているはずである。Austradeが大使館を使って、東京のビジネスパーソンを招いてパ

ーティを開催している。 

・Austradeはコンサルティング・サービスを提供している。コンサルタント料を払う必要があるが、

通常のコンサルティング・サービスより安い。また、コネクション作りの上でも非常に有益であ

る。 

・日本の大使館は組織的な制約があり、商業的な活動はできない。大使公邸での食事会などを

活用し、ビジネス上の関係構築に役立てるべきではないかと考える。 

・日本の外務省は数年前から、大使館が日本企業の海外進出時に役に立つようにということを

提唱しているが、オーストラリアの大使館はこのような精神が強く、日本との差を感じる部分で

ある。 

・国土交通省のアタッシェも様々な国に入っているが、あまり自由に行動できず、孤立してしま

っているような印象を受け、もったいないと感じている。 

 

(2)研究会振り返りについて 

・ みずほ総合研究所が、資料をもとに説明を行った。 

 
【主な意見交換】 

■日本企業のこれからの海外展開について 

・日本はディベロッパーとゼネコンが別であり、組んで仕事をしたときに、それぞれがどういう役

割をしているのかが、外部の視点と中の視点では異なるのではという印象を持っている。都市

再生プロジェクトで勝てるようになるまでの道のりで、ディベロッパーとしては何を、ゼネコンとし

ては何を学んで実績として積んでいくべきなのかがクリアになり、その課題を皆が大事だと認

めれば、そこに公的関与による支援メニューが見えてくるのだと考える。 

・トップセールスと大使館におけるネットワーキング会合の関係性など、各公的支援の相互関係

を明らかにして整理をしていかないといけないのだろう。案件の計画段階から運営管理までの

一連の案件のプロセスと、全てのプロセスに共通する「土台」という、事務局が提示した切り口

だけではなく、案件を受注に向けてどのようなストーリーが紡がれて、日本の企業がこれから海

外面的開発をしていくか考えないといけない。 

・オーストラリアやシンガポールの大使館は非常に動きが早い。シンガポールの会社がどこそこ

の地域に行きたいというと、パートナーとなる会社を10社ぐらいすぐに紹介してくれる。何かア

クションをするときに素早く支援してくれる。 

・公的支援については短期的にできることと長期的にできることを分けて議論してもよいのでは

ないか。例えば大使館のアタッシェの活用は短期的にできることである。 

・日本の中で、新しく海外に展開できるモデルとなるような開発を進めることも有効ではないか。
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長期的にできることとして、関空のようなモデルは実現できると面白いだろう。 

・プロジェクト・プロセスでも投資環境でも、政府はプレイヤーではなくEnablerであるほうがよい

という意見があった。一方で、プレイヤーとしての官、サポーターとしての官、という切り口に違

和感がある、という意見もあった。 

 
■今後の議論について 

・まだオープンにはなっていないが、UR等が今度の通常国会による法改正を経て海外業務を

始める予定である。とりあえずソフト面として何ができるのかということのようだ。 

・今後、やる気のあるところとディスカッションして、どのようにインフラ開発と都市開発を組み合

わせていくとよいかなどを具体的に議論するといいのではないか。この研究会での議論がその

ための土台になればよいと思う。 

・レンドリースは先進国における再開発事業を中心に取り組んでいるが、我々が議論してきたの

はもう少し広く、発展途上国の政治リスクの高い地域も含まれており、ここは分けて議論する必

要がある。大使館のサポートも、先進国であれば受けやすいということもあるかもしれない。ど

のようなマーケットで何に取り組もうとしているのかを分けつつ、方向性を整理できればよいの

ではないか。 

 
 以上 
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 御発表者 意見交換での主な論点 

第
１
回 

事務局 

（みずほ総合

研究所） 

 海外事業獲得には、案件組成プロセスの上流部分への関与が重要である一方で、下流の人材育成

や管理運営面に困難があるという話もよく耳にする。 
 民間の事業として持続的に成立させる必要があることを認識した上で公的関与を議論すべき。 
 マスタープラン策定だけでなく、個別プロジェクトを切り出して日本の受注に繋げることも重要。何をも

って成功とするかゴール設定に関する官民の認識すり合わせが重要。 
福田 敦 教

授 

（日本大学） 

 プロジェクト・ファインディングの段階では民間のパートナーリング、案件の組成・形成段階ではさらに

公的支援も必要。官・民・大学のネットワークで案件の方向性の検討が必要。 
 タイの自治体の計画能力は不十分。プレーヤーが不在であることも問題。 
 法整備支援の目的設定、活用する人材は要検討（一般法／ビジネス部分の法整備）。 

第
２
回 

前田 充浩 

教授 

（産業技術大

学院大学） 

 開発金融は国益増強のための兵器である。日本でも近年はこの考え方が普及している。 
 案件受注のためには、開発金融を供与する前に規格決定への関与が重要である。被援助国の財務

部局に加え、大統領府等すべてのインフラに関する部局への入り込みが勝負となる。 
 中国は次々と強力な兵器を開発している。これに対して、欧米諸国はあるときは中国をたたき、あると

きは中国の虎の威を借りるなど、上手く対応している。 
片桐 亮 様 

（デロイトトー

マツファイナ

ンシャルアド

バイザリー合

同会社） 

 LVC は利用料金とは異なる投資資金の回収方法の存在を示唆している。民間事業者としては、現地

の公的機関等とパートナーシップを組んで、LVC の手法等による財政的なメリットを説明しつつ、でき

るだけ現地公的機関に交通事業のライダーシップリスクを取らせ、自らは Availability Paymentの事業

化や沿線開発事業を進めるという視点が大事。 
 土地所有や開発制度の整備が遅れている国では、技術支援が大事。もし相手国に相応しい制度が

なければ新たに法律でつくるのを支援すればよいのではないか。 

第
３
回 

村山 勝彦 

様 

（デリー・ムン

バイ間産業

大動脈開発

公社） 

 上流のマスタープランナーの育成が重要である。特に、コンセプト・プランニングについて、日本の実

施体制やプレーヤーが全然見えていない。 
 人材育成の時間は十分になく、むしろ外部の人材を活用することを検討すべき。優れた人材であれ

ば国籍関係なく活用すべき。交渉の最大のポイントは、ストーリーを語れるかどうかである。 
 ライフサイクルコストの訴求における戦略、マーケティング、プロモーションが不十分。 
 広告代理店は最近少しずつインフラ分野に関与してきており、ノウハウのある海外企業との協働や活

用を検討している。 

第
４
回 

中分 毅 

様、 

田中 亙 様 

（株式会社日

建設計） 

 事業を実施する受皿としての組織体（政府）の検討が必要で、中長期投資への対応、土地の先行取

得ができるとよい。 
 海外 TOD 案件（多様な人が関与、長期的に様々な要素）を行うには現地行政の習熟が必要。 
 都市計画を策定する人、インフラ・交通整備をする人、実際に開発を行う人がバラバラに取り組むの

ではなく、マスタープランの段階からコーディネートを行う人がいるとよい。 
大塚 淳 様 

（PwC アドバ

イザリー合同

会社） 

 東南アジアにおける介護事業は可能性がある。ただし相手国の社会構成と合わせて、開発や都市づ

くりをどのように進めるかをよく考える必要がある。 
 日本企業とシンガポール企業では、連携時にスピード感に差がある。日本企業は意思決定機能を海

外子会社に置くなどしてスピード感を高める必要がある。 
 公的関与は、民間にできない長期投資（10 年～20 年の投資回収）の目線を期待する。 

第
５
回 

水谷 重夫 

様 

（水ｉｎｇ株式

会社） 

 海外の水事業案件を獲得するには、日本が信頼を得ている国に対して、建設だけでなく相手国の政

策・制度設計面から関与していく必要がある。水処理の方式や、災害復旧、リン回収等優れた技術

で日本の特色をつけることができる。 
 日本の水道が抱える老朽化や技術継承不足の課題は、コンセッションが解決策の可能性。 
 Veolia、Suez のような水メジャーを実現させるには、国内における民間の実践の場が必要。 

中村 恭一郎 

様 

（株式会社日

本総合研究

所） 

 大使館による民間企業のサポートも機能しているが、官民一体となった相手国政府への入り込みが

必要。相手国と協議を行う会議体のあり方、官民双方のメンバーアサイン等にも工夫の余地がある。 
 案件組成段階（上流部分）では、特に、マスタープラン作成後の個別プロジェクト切り出しが重要。コ

ンサルタント等の人材は、プロジェクト推進の方法論開発、確立に一層努めるべき。 
 面的開発プロジェクトへの早期関与は必須ではないが、現地の検討状況を把握した上でのプロジェ

クトの選別が重要。 

第
６
回 

青木 伸朗 

様 

（鹿島建設株

式会社） 

 人材育成は、実際の投資の経験から学ぶべきである。当社は取組を継続し、失敗事例を含めて個別

案件から学んできたことによって、経験の厚みに他社との差が生じている。 
 複合開発の土地取得においては、児童図書館の導入や水と緑への尊敬というコンセプトの設定等に

より地域貢献を掲げ、中国と競争にならないための環境を作っている。 
 政府間協議は非常に有効な手段である。相手国政府に日本側が持っているメニューを理解してもら

い、議論を踏まえて現地の専門家などと協働して相手国政府からの質問に答えていき、案件を形成

していく枠組みとすることができる。 

以上 
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